
事業別損益計算書を必要としていない組合を対象にした様式例 

損  益  計  算  書 

自 平成  年  月  日 

至 平成  年  月  日 

（円） 

（三 事業費用の部） （一 事業収益の部） 

Ⅰ 販売事業費用   Ⅰ 販売事業収益   

１ 売上原価   １ 売上高   

 ⑴ 期首棚卸高 ××   ⑴ 外部売上高 ××  

 ⑵ 当期仕入高 ××   ⑵ 組合員売上高 ××  

 ⑶ 期末棚卸高 △×× ××  ⑶ 受取手数料 ×× ×× 

２ 販売費   ２ その他販売収益   

 ⑴ ○○○費 ××   ⑴ 広告宣伝収入 ××  

 ⑵ ○○○費 ×× ××  ⑵ 受取出品料 ×× ×× 

     計  ×××      計  ××× 

Ⅱ 購買事業費用   Ⅱ 購買事業収益   

１ 売上原価   １ 売上高   

 ⑴ 期首棚卸高 ××   ⑴ 組合員売上高 ××  

 ⑵ 当期仕入高 ××   ⑵ 外部売上高 ××  

 ⑶ 期末棚卸高 △×× ××  ⑶ 受取手数料 ×× ×× 

２ 購買費   ２ その他購買収益   

 ⑴ ○○○費 ××   ⑴ ○○○収入 ××  

 ⑵ ○○○費 ×× ××  ⑵ ○○○収入 ×× ×× 

     計  ×××      計  ××× 

Ⅲ 金融事業費用   Ⅲ 金融事業収益   

１ 転貸支払利息 ×× ×× １ 受取貸付利息  ×× 

２ 金融費   ２ 受取貸付手数料  ×× 

 ⑴ ○○○費 ××  ３ その他金融収益   

 ⑵ ○○○費 ×× ××  ⑴ 受取保証料 ××  

     計  ××  ⑵ ○○○収入 ×× ×× 

Ⅳ 生産・加工事業費用        計  ×× 

１ 売上原価   Ⅳ 生産・加工事業収益   

 ⑴ 期首棚卸高 ××  １ 売上高   

 ⑵ 当期製品製造原価 ××   ⑴ 組合員売上高 ××  

 ⑶ 期末棚卸高 △×× ××  ⑵ 外部売上高 ××  

２ 生産・加工費    ⑶ 受取手数料 ×× ×× 

 ⑴ ○○○費 ××  ２ その他生産・加工収益   

 ⑵ ○○○費 ×× ××  ⑴ 受取受注手数料 ××  

     計  ××  ⑵ ○○○ ×× ×× 

         計  ×× 

     



Ⅴ 施設事業費用   Ⅴ 施設事業収益   

１ 施設減価償却費  ×× １ 受取施設利用料  ×× 

２ 施設借入支払利息  ×× ２ 施設負担金収入  ×× 

３ 施設費  ×× ３ 減価償却負担金収入  ×× 

     計  ×× ４ 利子負担金収入  ×× 

Ⅵ 保管・運営事業費用        計  ×× 

１ 保管費  ×× Ⅵ 保管・運送事業収益   

２ 運送費  ×× １ 受取保管料  ×× 

     計  ×× ２ 受取運送料  ×× 

Ⅶ 検査・試験・開発事業費用       計  ×× 

１ 検査費  ×× Ⅶ 検査・試験・開発事業収入  

２ 試験研究費  ×× １ 受取検査料  ×× 

３ 研究開発費  ×× ２ 受取試験料  ×× 

     計  ×× ３ 試験開発負担金収入  ×× 

Ⅷ 教育情報事業費用        計  ×× 

１ 講習会費  ×× Ⅷ 教育情報事業収益   

２ 視察費  ×× １ 教育情報賦課金収入  ×× 

３ 情報提供費  ×× ２ 仮受賦課金繰入・戻入 ×× 

     計  ×× ３ 教育情報費用繰越金取崩 ×× 

Ⅸ 福利厚生事業費用   ４ 教育事業参加料収入  ×× 

１ 親睦会費  ××      計  ×× 

２ 慶弔費  ×× Ⅸ 福利厚生事業収益   

     計  ×× １ 福利厚生事業参加料収入 ×× 

Ⅹ 保険業務代理・代行事業費用  Ⅹ 保険業務代理・代行事業収益  

１ 支払団体保険料  ×× １ 団体保険料収入  ×× 

２ 支払団体保険金  ×× ２ 団体保険金収入  ×× 

３ 支払団体保険配当金  ×× ３ 団体保険配当金収入  ×× 

     計  ×× ４ 受取事務手数料  ×× 

Ⅺ ○周年記念事業費        計  ×× 

１ 記念式典費  ×× Ⅺ ○周年記念事業収入   

２ 記念出版物費  ×× １ 記念事業参加料収入  ×× 

３ 記念祝賀会費  ×× ２ ○周年記念事業積立金取崩 ×× 

     計  ×× ３ 記念事業雑収入  ×× 

Ⅻ 貸倒引当金繰入  ××      計  ×× 

        

事業費用合計  ××× 事業収益合計 ××× 

      

事業総利益金額  ××× （二 賦課金等収入の部） 

又は事業総損失金額 (△×××) Ⅻ 賦課金等収入   

    １ 賦課金収入（平等割） ×× 

 ２ 賦課金収入（差等割） ×× 
           



（四 一般管理費の部） ３ 特別賦課金等収入  ×× 

ⅩⅢ 一般管理費   ４ 参加料収入  ×× 

１ 人件費   ５ 負担金収入  ×× 

 ⑴ 役員報酬 ××      

 ⑵ 職員給料 ××  賦課金等収入合計  ××× 

 ⑶ 福利厚生費 ××      

 (法定福利費、厚生費)  （五 事業外収益の部） 

 ⑷ 退職金、退職金共済掛金  ⅩⅢ 事業外収益   

  ××  １ 受取利息  ×× 

 ⑸ 退職給与引当金繰入  ２ 受取外部出資配当金  ×× 

  ××  ３ 為替差益  ×× 

 ⑹ 退職給与引当金戻入  ４ 協賛金収入  ×× 

  △××  ５ 加入手数料収入  ×× 

 ⑺ 役員退職金 ××  ６ 事業経費補助金収入  ×× 

 ⑻ 役員退職給与積立金取崩  ７ 過怠金収入  ×× 

  △×× ××× ８ 雑収入  ×× 

２ 業務費       

 ⑴ 教育研究費、研究開発費、新聞図書費 事業外収益合計  ××× 

 ××      

 ⑵ 旅費交通費、通信費  （七 特別利益の部） 

  ××  ⅩⅣ 特別利益   

 ⑶ 会議費 ××  １ 固定資産売却益  ×× 

  (総会費、理事会費、部・委員会費、支部会 ２ 補助金収入  ×× 

  議費) ××  ３ 貸倒引当金戻入  ×× 

 ⑷ 消耗品費、事務用品費、印刷費、器具備 ４ 未払法人税等戻入  ×× 

  品費 ××  ５ 前期損益修正益  ×× 

 ⑸ 賃借料、支払家賃、支払保険料、水道光

熱費、修繕費、車両費、コンピュータ関係費 

６ 特別積立金取崩  ×× 

７ その他特別利益  ×× 

   ××      

 ⑹ 支払手数料、関係団体負担金、交際費、 特別利益合計  ××× 

  雑費 ××      

 ⑺ 減価償却費、借家権償却    

  ×× ×××     

３ 諸税負担金       

 ⑴ 租税公課 ××      

 ⑵ 消費税等 ×× ×××     

        

一般管理費合計 ××××     

        

事業利益金額又は事業損失金額 ×××     

  (△×××)     

   



（六 事業外費用の部）     

ⅩⅣ 事業外費用       

１ 支払利息  ××     

２ 手形売却損  ××     

３ 為替差損  ××     

４ 創立費償却  ××     

５ 繰延消費税等償却  ××     

６ 貸倒引当金繰入  ××     

７ 貸倒損失  ××     

８ 雑損失  ××     

９ 寄付金  ××     

 事業外費用合計  ×××     

        

経常利益金額又は経常損失金額 ×××     

  (△×××)     

        

（八 特別損失の部）     

ⅩⅤ 特別損失       

１ 固定資産売却損  ××     

２ 固定資産除却損  ××     

３ 固定資産圧縮損  ××     

４ 災害損失  ××     

５ 前期損益修正損  ××     

６ 減損損失  ××     

７ その他特別損失  ××     

        

特別損失合計  ×××     

        

税引前当期純利益金額  ×××     

又は税引前当期純損失金額      

        

ⅩⅥ 税等       

１ 法人税等  ××     

２ 法人税等調整額  ××     

税等合計  ××     

        

当期純利益金額又は当期純損失金額     

   ×××     

       

 

 

 



 

(作成上の留意事項) 

 ⑴ 事業別に費用収益を対応表示する場合に、事業の間接的な経費は、各事業ごとの費用と

して表示することが望ましいが、事業規模が小さく事業の間接的な経費を区分することが

重要でない場合は、これらを一般管理費に含めて表示しても差し支えない。 

 ⑵ 事業の間接的な経費を一般管理費に含めて処理している場合に、期末においてこれらを

各事業費に振り替える場合に、各費目ごとに振替額を振り替える方法に代えて、一般管理

費の区分に「事業費へ振替え」欄を設けて各費目を総括した表示を用いることができる。 

   ４ 事業費へ振替え 

    ⑴ 販売費へ振替え    △×× 

    ⑵ 購買費へ振替え    △×× 

    ⑶ 金融費へ振替え    △×× 

    ⑷ 生産・加工費へ振替え △×× 

   なお、この場合の各事業費への振替額は、事業別損益計算書の作成に当たって用いる費

用配賦表により算出される総合的な配賦額とは異なり、各費目から各事業費へ振り替える

ものを合計して表示するものであるから、主要な項目を対象にして差し支えない。 

 ⑶ 貸倒損失が発生した場合は、貸倒損失発生額を事業費又は事業外費用に計上し、貸倒引

当金の戻入は行わない。貸倒引当金は期末に差額補充法により処理する。 

 ⑷ 本様式は勘定式であるが、報告式によることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


